
◎海上運送法及び船員法の一部を改正する法律 
（平成二九年四月二一日法律第二一号）   

一、提案理由（平成二九年三月八日・衆議院国土交通委員会） 

○石井国務大臣 ただいま議題となりました海上運送法及び船員法の一部を改正する法

律案の提案理由につきまして御説明を申し上げます。 

 近年、中国経済の減速、船腹過剰等を背景とする歴史的な国際海運市況の低迷や、我

が国周辺海域における情勢の変化等、海上運送事業を取り巻く社会経済情勢が急激に変

化しております。このため、安定的な海上輸送の確保、我が国海事産業の活性化及び国

際競争力の強化並びにこれらを通じた地方創生の実現を図る必要があります。 

 このような趣旨から、このたびこの法律案を提出することとした次第です。 

 次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。 

 第一に、我が国外航船舶運航事業者が厳しい国際競争にさらされている中でも、経済

安全保障の確立に必要な日本船舶及び準日本船舶を確保するため、準日本船舶の認定対

象として、日本の船主の海外子会社保有船を追加することとしております。 

 第二に、先進的な技術を活用し、運航の効率化、環境負荷の低減等を図る船舶の研究

開発、製造、導入等を促進し、我が国海事産業の生産性を向上させるため、先進的な技

術を用いた先進船舶の導入等を促進するための計画認定制度を創設することとしており

ます。 

 第三に、二千六年の海上の労働に関する条約等が改正されたことを踏まえ、我が国と

しても、国際的な連携のもとに、船員の労働環境の改善や船舶運航の安全確保を図るた

め、船員の労働環境等の検査に関する海上労働証書の検査項目の追加等を図るほか、天

然ガス燃料船等に乗船する船員の資格を創設することとしております。 

 その他、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。 

 以上が、この法律案を提案する理由であります。 

 この法律案が速やかに成立いたしますよう、御審議をよろしくお願い申し上げます。

二、衆議院国土交通委員長報告（平成二九年四月四日） 

○西銘恒三郎君 ただいま議題となりました法律案につきまして、国土交通委員会にお

ける審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 本案は、近年の海上運送事業を取り巻く社会経済情勢の変化に対応し、我が国の安定

的な海上輸送の確保を一層推進するための措置を講じようとするものであります。 

 その主な内容は、 

 第一に、トン数標準税制の適用対象である準日本船舶の認定範囲を拡大すること、 

 第二に、国土交通大臣は、基本方針に基づき事業者等が作成した先進船舶導入等計画

の認定を行い、国は、それに必要な資金の確保に努めること、 

 第三に、海上労働証書について検査項目を追加し、その有効期間を延長するととも

に、液化天然ガス等燃料船及び極海を航行する船舶に乗り組む船員に必要な資格を新設



すること 

などであります。 

 本案は、去る三月七日本委員会に付託され、八日石井国土交通大臣から提案理由の説

明を聴取し、三十一日、質疑を行い、質疑終了後、討論を行い、採決の結果、賛成多数

をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 

 以上、御報告申し上げます。 

三、参議院国土交通委員長報告（平成二九年四月一二日） 

○増子輝彦君 ただいま議題となりました法律案につきまして、国土交通委員会におけ 

る審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 本法律案は、近年における海上運送事業を取り巻く社会経済情勢の変化に対応し、我 

が国の安定的な海上輸送の確保を一層推進するため、準日本船舶の認定対象の拡大、先 

進船舶の導入等の促進などの措置を講ずるほか、二千六年の海上の労働に関する条約等 

の改正に伴い、海上労働証書及び船員の資格に関する規定の整備等の措置を講じようと 

するものであります。 

 委員会におきましては、準日本船舶の対象拡大など日本船舶及び日本人船員の確保の 

ための方策、航海命令の在り方、先進船舶の導入を始めとする海事産業の国際競争力の 

強化に向けた取組等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知 

願います。 

 質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して山添拓委員より本法 

律案に反対する旨の意見が述べられました。 

 次いで、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いた 

しました。 

 以上、御報告申し上げます。 


